
 

Ⅳ．学生生活 

1. 学生生活関係の窓口 

(1) 担当窓口 

会計担当 

（文・法・経済学部１号館１階） 
授業料納付に関すること。 

社会文化科学研究科教務担当 

（文・法・経済学部１号館１階） 

退学・休学・成績・単位・履修手続及び試験・休講・

呼出・進路に関する届等に関すること。 

文・法・経済学部教務学生担当 

（文・法・経済学部１号館１階） 
授業時間外の演習室の利用に関すること。 

学務部学務企画課 

（一般教育棟 A 棟２階） 
学生証の再発行に関すること。 

学務部学生支援課 

（一般教育棟 A 棟２階） 

授業料 免除・奨 学金・就 職・学生相 談室・課外 活

動・学生教育研究災害傷害保険・学割等に関する

こと。 

 

(2) 窓口時間 

8 時 30 分～17 時（土,日,祝日を除く） 

なお，以下の対応も行っています。 

① 電子メール（shabunkyoumu@adm.okayama-u.ac.jp）又は電話（086-251-7357）で質

問，相談等を受付けます。（電話の場合は，通常時間の受付となります。）電子メール

で質問する場合は，学生番号・氏名を必ず明記してください。 

 

2. 掲示 

大学からの通知，指示，連絡等は直接口頭で伝達する以外はすべて掲示板、大学メール

で行います。例えば，授業，試験，成績等履修上の事項はもちろん，奨学金，授業料免除

等大学生活に直接影響する事項等を掲示します。 

いったん掲示、メールした事項については，周知したものとして取り扱います。 

掲示板は次のように分かれています。（掲示板の場所は 158 ページを参照してください。） 

大学院関係 
博士前期課程掲示板，博士後期課程掲示板、 

【社会文化科学研究科】掲示板（Moodle） 

留学生関係 留学生掲示板 

就職関係 キャリア・学生支援室掲示板 

※Moodle の掲示板は、インターネット上で閲覧するものです。 

 

3. 呼出 

学生各人への連絡は，全てメールで行います。呼出があった時は速やかに指示された窓

口へ来てください。 
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4. 諸手続一覧 

各届，願いについては，次表に従って手続を取ってください。なお，詳細は，担当窓口

へ問い合わせてください。  

届出・願・申請 内容及び手続要領 担当窓口 

（1）住所変更届 
住所や電話番号等に変更があった場合には,すぐに所定用紙にて届出てく
ださい。また，保証人の住所や電話番号等に変更があった場合も同様です。 

社 会 文 化 科

学研究科 

教務担当 

(7357・7362） 

（2）改姓名・本籍変更届 本籍や氏名に変更があった場合にはすぐに所定用紙にて届出てください。 

（3）休学願 
2 か月以上修学できない場合には，「休学願」に指導教員の承認を得た上
で提出してください。また，病気の場合は医師の診断書を添付してくださ
い。 

（4）復学願 
復学を希望する場合には，「復学願」に指導教員の承認を得た上で提出し
てください。 
また，病気回復による場合には，医師の診断書を添えて提出してください。 

（5）退学願 
退学を希望する場合には，「退学願」に指導教員の承認を得た上で，学生
証を添えて提出してください。 

(6)長期履修申請書，長
期履修期間変更申請
書 

長期履修を希望する場合には，所定用紙にて，１年次の入学時あるいは入
学後指定する期間に提出してください。 
詳細は大学院掲示板に掲示します。 

（7）早期修了希望届 
早期修了を希望する場合には，所定用紙にて，指定する期間に提出してく
ださい。詳細は大学院掲示板に掲示します。 

（8）証明書等の発行 

在学証明書，成績証明書，修了見込証明書及び健康診断書は，一般教育棟
Ａ棟 1 階または生協（ピーチユニオン）１階に設置の証明書発行機にて発
行してください。また，これ以外の証明書については，所定用紙にて願い
出てください。なお，これについては，発行までに 2～3 日かかりますの
で早めに申し込んでください。 

（9）進路決定届 
修了時に，所定用紙にて，指定期日までに提出してください。なお，提出
後，変更等が判明した場合には，すみやかにその旨を届出ください。 

（10）駐車許可申請 

大学構内の駐車許可証を希望する場合には， 

岡山大学 H P から申請を行ってください。 

https://w w w .okayam a- u.ac.jp/tp/life/tyusha.htm l 

安全衛生部 

安全管理課 

（7127） 

(11)演習室使用 演習室の使用を希望する場合には，所定用紙にて許可を受けてください。 
学 部 教 務 学

生担当 

(12)授業料の納入 

授業料の納入は，預貯金口座振替となっています。振替日は，前期分は５
月下旬頃，後期分は 11 月下旬頃です。 
前期分は 4 月 1 日時点，後期分は 10 月 1 日時点の在学状況により授業料
納付義務が確定します。休学・退学等の在学状況の変更は，その日以前に
手続を完了しないと引き続き授業料を納付しなければならなくなるので
注意してください。 

会計担当 

(7354・7355） 

(13)授業料免除 
経済的事情により納入困難であり，かつ学業優秀と認められる学生に対し
ては，授業料の免除の制度があります。申請時期・方法等については，前
期分は 2 月頃，後期分は 7 月頃に掲示します。 

学務部 

学生支援課 

(7211・7178・ 

7185） 

(14)奨学金 

本学には，様々な奨学金制度があります。申請時期・方法等については，
掲示します。また，日本学生支援機構奨学金については，人物・学業とも
に優秀で，かつ経済的理由により学費の納入が困難な場合，本人の出願に
より選考の上，奨学生として採用されます。 

(15)学生教 育研 究災害
傷害保険 

この保険は，学生が正課中，学校行事中，課外活動中に生じた事故につい
ての互助共済制度です。加入者は，もし事故にあった場合には 30 日以内
に事故の届け出をしておかないと保険金が支払われないことがあります
ので注意してください。なお，特約を付帯することによって，通学中及び
学校施設等相互間の移動中の事故についても保険金が支払われます。治癒
又は後遺障害の医師の診断があった場合には，速やかに保険金の請求をし
てください。 

(16)学割証 
生協（ピーチユニオン）１階又は一般教育棟Ａ棟１階の証明書発行機にて，
発行手続きをしてください。 

(17)通学定 期乗 車券発
行控 

【JR 各社及び岡山県内の私鉄利用の場合】 
学生支援課にて通学定期乗車券発行控の交付を受け，学生証とともに利

用する交通機関の窓口に提示して購入してください。 
【上記以外の交通機関】 

一部運輸会社では，運輸会社が指定する「通学証明書」を作成すること
によって購入が可能となる場合がありますので，必要な場合は教務担当に
申し出てください。 
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5. 建物への出入り 

建物への出入りについては，鍵が一部自動化されていますので，次の要領で行ってく

ださい。 

なお，指定された以外の方法，時間，場所からの出入りは，建物の管理に重大な支障

を来しますので，下記以外での出入りはやめてください。 
 

(1) １号館，２号館及び講義棟 

① 1 号館，2 号館は原則として，平日の 8 時から 21 時まで自由に出入りできます。 

また，講義棟は 21 時 20 分まで出入りできます。（ただし，授業がない日は，教室

へは入れません。） 

なお，上記以外の施錠時間帯でも指定場所からは，退出することができます。 

② 土曜日，日曜日，祝祭日及び年末年始の休日等は終日出入りできません。 

ただし，申請により指導教員の許可を得た上で，時間外・休日等の出入りが可能で

す。 

休日等の建物への出入りを希望する場合は，教務担当に申し出てください。 
 

(2) 文化科学系総合研究棟 

7 時から 22 時まで自由に出入り可能です。（祝祭日及び年末年始の休日等は原則出入

りできません。） 
 

6. 学生証 

学生証は，本学学生の身分を証明するものであるため，常に携帯してください。学生証

の紛失・盗難等トラブルに見舞われた場合，速やかに学務部学務企画課で所定の手続を行

い，再交付を受けてください(学生証の裏面注意事項を必ず参照してください。)。 

なお，学生本人の過失を理由とする学生証の再発行については，その経費を学生本人が

負担することとなります。 

 

7. 学生相談 

(1) 指導教員 

研究学習上，学生生活全般について指導・助言を受けてください。指導教員が退職等

で変更になる場合は、早急に指導教員変更願（所定様式）を教務担当へ提出してくださ

い。 

(2) 学生相談窓口 

何か心配事がある時，わからないことや困ったことが起きた時，気軽に訪ねられ，カ

ウンセラー（相談室委員）のアドバイスや，必要に応じて心理カウンセリングを受ける

ことができます。 

学生相談室 

開室日  ：月～金曜日（土・日・祝日を除く） 

開室時間 ：10:00～12:00 13:00～17:00 

受付場所 ：一般教育棟 C 棟１階 

電話：086- 251- 7169 

E - m ail：nayam i@ cc.okayam a- u.ac.jp 

文法経学生・院生相談ルーム 

(社会文化科学研究科) 

開室日時間：火曜日 10：00～16：00 

      水曜日 14：00～17：00 

      木曜日 13：00～16：00  

受付場所 ：文･法･経済学部 1 号館 3 階 362  

電話：086- 251- 7437 

E - m ail：room @ okayam a- u.ac.jp 

8. その他 

(1) 提出物，配付物等の期限は厳守してください。期限を過ぎたものは受け付けません。 

(2) 本学は，敷地内全面禁煙です。建物内だけでなく屋外も含め，学内は禁煙となります。 

(3) 講義室の使用後，退室時にはこまめに電気を切り，戸締まり等をよく確認してくださ
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い。 

(4) 文学部・法学部・経済学部ソフトボールグランドの使用は，会計担当へ申し込んでく

ださい。 

(5) 各人の郵便物の受取先は，必ず各人の住所（自宅，下宿）宛とし，本学を受取先に指

定しないでください。個人の郵便物が「岡山大学」宛てに届いた場合は受取人不明とし

て，差出人へ返送されることになります。 

(6) 盗難に注意し，盗難被害，忘れ物，拾得物等は速やかに教務担当へ届け出てください。

特に貴重品は常時身に付けておいてください。 



 

９．学生の通学が困難となる事由が発生した場合における授業等の取扱い 

学生の通学が困難となる事由が発生した場合における授業等の取扱いは次のとおりです。 

 

学生の通学が困難となる事由が発生した場合における授業等の取扱いについて 

  

平成 21 年 9 月 16 日  
学  長  裁  定  

  改正 令和５年２月２２日 
 

岡山大学（以下「本学」という。）の学生の通学が困難となる事由が発生した場合におけ

る授業（定期試験を含む。以下同じ。）及び課外活動（以下「授業等」という。）の取扱いに

ついて，次のとおり定める。 

 

  （定義） 

第１ この取扱いにおける次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるとお

りとする。 

 一 休講 授業を取りやめることをいう。 

 二 公欠 一定の条件を満たすことにより，授業に出席したものとみなす取扱いとする授

業の欠席をいう。 

 三 準公欠 一定の条件を満たすことにより，前号に準ずる取扱いとする授業の欠席をい

う。 

 四 出席停止 学校保健安全法第１９条に規定する出席停止をいう。 

 

 （特別警報又は気象警報が発表された場合等の取扱い） 

第２ 次の各号に掲げる場合の対応について，当該各号に定めるとおりとし，その取扱いは，

別紙１に定めるとおりとする。 

 一 本学の所在地に特別警報又は気象警報が発表された場合 授業等を休講とする。 

 二 前号の警報は発表されていないが，気象状況又は交通機関の運行休止等により，学生

の通学が困難となる可能性が高い場合 教育担当理事が兼ねる副学長の判断により，授業等

を休講とすることがある。 

 

  （通学に利用する交通機関が運行休止になった場合等の取扱い） 

第３ 休講措置の対象となる気象警報は発表されていないが，その他の警報等により，通学

に利用する交通機関が運行休止になった場合その他これに準じる理由により通学が困難な場

合は公欠とし，その取扱いは，別紙１に定めるとおりとする。 

 

  （学生の親族が死亡した場合の取扱い） 

第４ 学生の親族が死亡した場合で，学生が，葬儀，服喪その他親族の死亡に伴い必要と認

められる行事のために通学できない場合は公欠とし，その取扱いは，別紙２に定めるとおり

とする。 

 

  （学生が感染症に罹患した場合等の取扱い） 

第５ 学生が，感染症に罹患した場合及び感染の拡大を防止するために本学の一部又は全部

を休業する場合は出席停止及び公欠等とし，その取扱いは，別紙３に定めるとおりとする。 

 

 



 

  （学生が裁判員制度に基づき裁判所へ出頭する場合等の取扱い） 

第６ 学生が，裁判員制度に基づき裁判所へ出頭する場合その他証人，参考人等として裁判

所その他官公署（以下「官公署」という。）へ出頭する場合は準公欠とし，その取扱いは，別

紙４に定めるとおりとする。 

 

  （学生が骨髄移植のために骨髄液等の提供を行う場合等の取扱い） 

第７ 学生が，骨髄移植のために，配偶者，父母，子及び兄弟姉妹その他親族以外の者に，

骨髄液又は末梢血幹細胞の提供（以下「骨髄液提供等」という。）を行おうとする場合であっ

て，骨髄液提供等に必要な検査及び入院その他手続き（以下「入院等」という。）を行う場合

は準公欠とし，その取扱いは，別紙５に定めるとおりとする。 

 

  （学生が災害ボランティア活動に従事する場合の取扱い） 

第８ 学生が，報酬を得ないで社会に貢献する自発的な活動として，日本国内又は国外にお

いて発生した災害に伴うボランティア活動（以下「災害ボランティア活動」という。）に従事

する場合は準公欠とし，その取扱いは，別紙６に定めるとおりとする。 

２ 準公欠扱いの対象とする災害については，その都度，教育担当理事が兼ねる副学長が決

定し，公示する。 

 

  （一授業科目当たりの準公欠の制限） 

第９ 一の授業科目について，準公欠扱いとすることができる回数は，当該授業科目の授業

回数の３分の１を超えることができないものとする。 

   

（届出期限） 

第１０ 本取扱いで定めるものにおける届出については，当該事由発生後ただちに提出する

ことを原則とするが，最大で２週間までを提出期限とする。ただし，第５に定めるものにお

ける届出においては，出席停止の期間終了後ただちに提出することを原則とするが，最大で

２週間までを提出期限とする。 

   

（雑則） 

第１１ 第２から第９までに定めるもののほか，学生の通学が困難となる事由が発生した場

合であって，学長が特別の事情があると認めるときの授業等の取扱いについては，その都度，

学長が定める。 

 

  附 則 

 この取扱いは，令和 ５年 ３月 １日から施行する。 

 

別紙１（第２関係）気象警報等・交通機関の運休  【休講，公欠等】 
 
Ⅰ 本学の所在地（以下「キャンパス」という。）に特別警報及び気象警報（暴風警報，暴風雪
警報及び大雪警報に限る。ただし，三朝キャンパスにあっては，大雪警報を除く。以下特別警報
とまとめて「気象警報等」という。以下同じ）が発表された場合 
 

１ 本学のキャンパスを含む地域に，気象警報等が発表された場合の授業は，次のとおり取り
扱う。 
  一 昼間に開講する授業 
   イ 気象警報等が，午前６時から午前８時４０分（授業開始時刻）までに出ている場合は，

全ての授業を休講とする。なお，気象警報等が，午前８時４０分までに解除されても，
全ての授業は休講とする。 

   ロ 授業開始後に気象警報が出された場合は，次の時限以降の全ての授業を休講とす      
る。特別警報が発表された場合は直ちに全ての授業を休講とする。 

   



 

  二 夜間に開講する授業 
   イ 気象警報等が，午後３時から午後６時（授業開始時刻）までに出ている場合は，全て

の授業を休講とする。なお，気象警報等が，午後６時までに解除されても，全ての授業
は休講とする。 

   ロ 授業開始後に気象警報が出された場合は，次の時限以降の全ての授業を休講とす     
る。特別警報が発表された場合は直ちに全ての授業を休講とする。 

 
２ 対象となる気象警報等が発表されている地域 

  一 岡山市内にある本学の「津島キャンパス」，「鹿田キャンパス」その他キャンパス及び
玉野 市並びに瀬戸内市にある本学のキャンパスで行われる授業については，岡山地方気
象台から発表の「岡山地域」又は「岡山県南部地域」あるいは「岡山県全域」 

  二 本学の「倉敷キャンパス」で行われる授業については，岡山地方気象台から発表の「倉
敷地域」又は「岡山県南部地域」あるいは「岡山県全域」 

  三 本学の「三朝キャンパス」で行われる授業については，鳥取地方気象台から発表の三朝
町を含む地域 

  四 上記以外の本学のキャンパスで行われる授業については，当該キャンパスの所在地の管
轄気象台から発表のその所在地を含む地域 

    
注） 地域区分の内訳は，以下のとおり。 

  岡山県全域   ＝ 岡山県南部地域及び岡山県北部地域 
  岡山県南部地域 ＝ 岡山地域，東備地域，倉敷地域，井笠地域及び高梁地域 
  岡山県北部地域 ＝ 新見地域，真庭地域，津山地域及び勝英地域 

岡山地域    ＝ 岡山市，瀬戸内市，玉野市及び吉備中央町（いずれかの市町村に 
気象警報等が発表された場合を含む。） 

   倉敷地域    ＝ 倉敷市，総社市及び早島町（いずれかの市町村に気象警報等が発表さ
れた場合を含む。） 

 
３ 休講の周知方法等 

  一 気象警報等が発表された場合は，速やかに休講の周知を行うものとし，この場合の休講
の周知は，Ｇｍａｉｌ，学内掲示，本学のホームページ及びマスメディア等を通じて行う
ものとする。なお，授業開始後に気象警報等が出された場合は，学内掲示等により周知す
るとともに，授業中のものにあっては，授業担当教員を通じて周知するものとする。ただ
し，国立大学法人岡山大学職員就業規則第２条第１項第１号に規定する一般職員（以下「一
般職員」という。）の勤務時間外に気象警報等が発表された場合は，翌勤務日の勤務時間
内において，速やかに休講の周知を行うものとする。 

  二 前号にかかわらず，気象警報等の発表が，一般職員の勤務時間外において予想される場
合は，Ｇｍａｉｌ，学内掲示及び本学ホームページにより，前２項に規定する休講の取扱
いについて，あらかじめ周知するものとする。 

  三 気象警報等の発表後は，学生を学内の安全な場所で待機させることができるものとす
る。 

 
  ４ 課外活動の取扱い 
      休講措置が取られた場合，課外活動は全て禁止とする。 
 

Ⅱ 休講措置の対象となる気象警報は発表されていないが，気象状況又は交通機関の運行休止
等により，学生の通学が困難となる可能性が高い場合は，教育担当理事が兼ねる副学長の判
断により，授業等を休講とすることがある。 

  その場合の休講の周知は，Ｇｍａｉｌ，学内掲示，本学のホームページ及びマスメディア
等を通じて行うものとする。 

 
Ⅲ 休講措置の対象となる気象警報は発表されていないが，その他の警報等により，通学に利

用する交通機関が運行休止になった場合その他これに準じる理由により通学が困難な場合 
 

１ 休講措置の対象とならない気象警報等（注１）や交通機関の運行休止その他これに準じる
理由（注２）により通学が困難な場合は，届出により，出席できなかった授業を公欠扱いと
する。 

 
注１ 休講措置の対象とならない気象警報等とは… 

     上記Ⅰの対象となる気象警報等以外の気象警報又は本学のキャンパス地域には気象警 
報等が出ていないが，学生が居住している地域に気象警報等が出て通学が困難な場合 
をいう。 

  注２ 交通機関の運行休止その他これに準じる理由とは… 
    気象現象，事故等により，交通機関が運行休止し通学が困難な場合（交通機関の運行 

休止が見込まれ，通学することにより帰宅が困難になる可能性がある場合，道路等が遮 
断され，自宅から大学又は駅等に行くことが困難な場合を含む。）をいう。 
 



 

  ２ 公欠の届出 
   公欠の届出は，後日，別紙様式１「授業公欠届（気象警報等・交通機関の運休等）」によ

り，学生が所属する学部等の教務担当へ，交通機関の運行休止を明らかにする書類とともに
提出するものとする。（なお，根拠書類が提出できない場合は，状況を説明した理由書を添
付すること。） 

  学部等の教務担当は，届出を受理した場合は，その写しにより授業担当教員へ連絡するもの
とする。 

Ⅳ 休講及び公欠の授業の取扱い 
  一 休講として取り扱う授業については，後日，原則として補講を行うものとする。 
  二 公欠として取り扱う授業については，原則として補講は行わず，レポートやｅラーニン

グ等により授業担当教員が当該授業に相当する学習を課すものとする。ただし，授業担当
教員の判断により補講を行うことがある。 

 
 
別紙２（第３関係）忌引き  【公欠】 
 
１ 学生が，葬儀，服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事（以下「葬儀等」という。）
のため出席できなかった授業については，届出により，公欠扱いとする。 
 
２ 公欠となる親族の範囲 
 一 配偶者 
 二 １親等（父母，子） 
 三 ２親等（祖父母，兄弟姉妹，孫） 
 
３ 公欠となる期間 

次に掲げる期間とする。なお，葬儀等のため遠隔の地へ赴く場合にあっては，往復に要する
日数を加えた日数とする。ただし，特別な理由がある場合は，次の第１号から第３号までに定
める起算日に関わらず，葬儀等が行われた日を含む次に掲げる期間とすることができる。 

 一 配偶者の場合は，死亡した日から起算して連続７日（休日を含む。）の範囲内の期間 
 二 １親等の場合は，死亡した日から起算して連続７日（休日を含む。）の範囲内の期間 
 三 ２親等の場合は，死亡した日から起算して連続３日（休日を含む。）の範囲内の期間 
 
４ 公欠の届出 

公欠の届出は，葬儀等を終えた後，別紙様式２「授業公欠届（忌引き）」により，学生が所
属する学部等の教務担当へ，会葬礼状等とともに提出するものとする。 

   学部等の教務担当は，届出を受理した場合は，その写しにより授業担当教員へ連絡するもの
とする。 

 
５ 公欠の授業の取扱い 

公欠として取り扱う授業については，原則として補講は行わず，レポートやｅラーニング等
により授業担当教員が当該授業に相当する学習を課すものとする。ただし，授業担当教員の判
断により補講を行うことがある。 

 
 
別紙３（第４関係）感染症  【出席停止，公欠等】 
 
Ⅰ 学生が感染症に罹患した場合 
 
  １ 学生が，次表の感染症に罹患した場合は，医師の診断に基づき，出席停止とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

種類 病名 

第１種 

エボラ出血熱，クリミア・コンゴ出血熱，痘そう，南米出血熱，ペスト，マ

ールブルグ病，ラッサ熱，急性灰白髄炎，ジフテリア，重症急性呼吸器症候群

（病原体がコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限る。），鳥

インフルエンザ（病原体がインフルエンザウイルスＡ属インフルエンザＡウイ

ルスであってその血清亜型がＨ５Ｎ１であるものに限る。），新型インフルエン

ザ等感染症，指定感染症，新感染症 

第２種 

インフルエンザ（鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）及び新型インフルエンザ等

感 

染症を除く。），百日咳，麻疹，流行性耳下腺炎，風疹，水痘，咽頭結膜熱，結

核，髄膜炎菌性髄膜炎 

第３種 
コレラ，細菌性赤痢，腸管出血性大腸菌感染症，腸チフス，パラチフス，流

行 
性角結膜炎，急性出血性結膜炎その他の感染症（※） 

※ 「その他の感染症」とは，感染性胃腸炎（ノロウイルス感染症），マイコプラズマ感染症，
溶連菌感染症及び本学において大規模な流行の兆しがあると判断した感染症とする。 

  本学において大規模な流行の兆しがある感染症については，保健管理センター長の意見に
基づき，教育担当理事が決定し，公示する。 

 
２ 出席停止の期間 
   出席停止の期間は，次表の期間を基準に，医師に治癒したと診断されるまでとし，医師の

発行する次の項目が記載された診断書（治癒証明書）に基づき措置する。 
 一 病名 
 二 罹患期間 
 

感染症の種類 出席停止の期間 

第１種 第１種の感染症に罹患した者については，治癒するまで。 

第２種 

第２種の感染症に罹患した者については，次の期間。ただし，病状により医師

において感染のおそれがないと認めたときは，この限りでない。 

イ インフルエンザ（鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）及び新型インフルエンザ

等感染症を除く。）にあっては，発症した後５日を経過し，かつ，解熱した

後２日を経過するまで。 

ロ 百日咳にあっては，特有の咳が消失するまで又は５日間の適正な抗菌性物 

質製剤による治療が終了するまで。 

ハ 麻疹にあっては，解熱した後３日を経過するまで。 

ニ 流行性耳下腺炎にあっては，耳下腺，顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した

後５日を経過し，かつ，全身状態が良好になるまで。 

ホ 風疹にあっては，発疹が消失するまで。 

ヘ 水痘にあっては，すべての発疹が痂皮化するまで。 

ト 咽頭結膜熱にあっては，主要症状が消退した後２日を経過するまで。 

チ 結核及び髄膜炎菌性髄膜炎にあっては，病状により医師において感染のお

それがないと認めるまで。 

第３種 
第３種の感染症に罹患した者については，病状により医師において感染のおそ
れがないと認めるまで。 

  
  ３ 出席停止となった期間の授業の取扱い 

学生が，出席停止となった期間に出席できなかった授業については，届出により，公欠扱
いとする。 

 
  ４ 公欠の届出 

公欠の届出は，別紙様式３「授業公欠届（感染症）」により，学生が所属する学部等の教
務担当へ，医師が発行する罹患期間の記載された診断書（治癒証明書）（コピー可）ととも
に提出するものとする。ただし，インフルエンザに限り，発症日の記載された診断書（コピ
ー可）及び「インフルエンザ経過報告書」の提出をもって，治癒証明書に代えることができ
る。 

学部等の教務担当は，届出を受理した場合は，その写しにより授業担当教員へ連絡するも



 

のとする。 
 
  ５ 公欠の授業の取扱い 

公欠として取り扱う授業については，原則として補講は行わず，レポートやｅラーニング
等により授業担当教員が当該授業に相当する学習を課すものとする。ただし，授業担当教員
の判断により補講を行うことがある。 

 
 
Ⅱ 感染の拡大を防止するために本学の一部又は全部を休業する場合 

１ 感染症罹患者の発生に伴い，感染症の感染拡大を防止する目的で行う休業措置について
は，本学の危機管理対策に基づくものとする。 

 
２ 休業となった期間の授業の取扱いは，その都度，学長，教育担当理事及び関係者で協議の

上，学長が決定するものとする。 
 

３ 休業の周知は，Ｇｍａｉｌ，学内掲示，本学のホームページ及びマスメディア等を通じて
行うものとする。 

 
 

別紙４（第５関係）裁判員制度  【準公欠】 
 

１ 学生が，裁判員制度に基づき，裁判員候補者として選任手続期日に裁判所へ出頭する場合
及び裁判員（補充裁判員を含む。以下同じ。）として職務に従事する場合に出席できなかっ
た授業については，届出により，準公欠扱いとする。 

 
２ 準公欠となる期間 
    準公欠となる期間は，次に掲げる期間とする。なお，遠隔の裁判所へ赴く場合にあっては，

往復に要する日数を加えた日数とする。 
  一 裁判員候補者として裁判所へ出頭する選任手続期日 
  二 裁判員として審理に従事する日 
  三 裁判員として評議・評決に従事する日 
  四 裁判員として判決の宣告に立ち会う日 
 

３ 準公欠の届出 
    準公欠の届出は，裁判員としての職務を終えた後，別紙様式４により，学生が所属する学

部等の教務担当へ，裁判所の発行する裁判員の職務に従事した期間の証明書とともに提出す
るものとする。ただし，選任手続期日に裁判所へ出頭し，裁判員に選任されなかった場合の
準公欠の届出は，「裁判員等選任手続期日のお知らせ（呼出状）」に，当日出頭したことの
証明を受けたものを提出するものとする。 

    学部等の教務担当は，届出を受理した場合は，その写しにより，授業担当教員へ連絡する
ものとする。 

 
４ 準公欠の授業の取扱い 
    準公欠として取り扱う授業については，原則として補講は行わず，レポートやｅラーニン

グ等により授業担当教員が当該授業に相当する学習を課すものとする。ただし，授業担当教
員の判断により補講を行うことがある。 

 
別紙４（第５関係）その他証人，参考人等として官公署へ出頭する場合 【準公欠】 
 

１ 学生が，証人，参考人等として官公署へ出頭するために出席できなかった授業については，
届出により，準公欠扱いとする。 

 
２ 準公欠となる期間 
    準公欠となる期間は，その用務に要する日数とする。なお，遠隔の官公署へ赴く場合にあ

っては，往復に要する日数を加えた日数とする。 
 

３ 準公欠の届出 
    準公欠の届出は，その用務を終えた後，別紙様式４により，学生が所属する学部等の教務

担当へ，官公署の発行する当該用務に従事した期間の証明書又はその事実を証明する文書等
とともに提出するものとする。 



 

     学部等の教務担当は，届出を受理した場合は，その写しにより，授業担当教員へ連絡する
ものとする。 

 
４ 準公欠の授業の取扱い 
    準公欠として取り扱う授業については，原則として補講は行わず，レポートやｅラーニン

グ等により授業担当教員が当該授業に相当する学習を課すものとする。ただし，授業担当教
員の判断により補講を行うことがある。 

 
 

別紙５（第６関係）骨髄移植のための骨髄液提供等  【準公欠】 

 

１ 学生が，骨髄移植のために，配偶者，父母，子及び兄弟姉妹その他親族以外の者に，骨髄

液提供等を行おうとする場合であって，財団法人 骨髄移植推進財団に対してドナー登録を

行った後，ドナー候補者又はドナーとなり，骨髄液提供等に必要な入院等のために出席でき

なかった授業については，届出により，準公欠扱いとする。 

 

２ 準公欠となる期間 

    準公欠となる期間は，次に掲げる期間とする。なお，入院等のために遠隔の医療機関等へ赴

く場合にあっては，往復に要する日数を加えた日数とする。 

  一 ドナー候補者として，確認検査等の説明及び確認検査を受ける日 

  二 ドナー候補者として，骨髄液又は末梢血幹細胞採取に関する最終説明及び最終同意のため

に医療機関等に赴く日 

  三 ドナーとして，骨髄液又は末梢血幹細胞採取前の健康診断を行う日 

  四 骨髄液採取時に用いる自己血保存のための採血を行う日 

  五 末梢血幹細胞採取前の顆粒球コロニー刺激因子（G-CSF）の注射を行う日 

  六 骨髄液又は末梢血幹細胞採取に伴い入院する日 

  七 骨髄液又は末梢血幹細胞採取後の健康診断を行う日 

  八 その他骨髄バンク事業に関する手続等に必要となる日 

 

３ 準公欠の届出 

    準公欠の届出は，上記２に掲げる各期間の終了後，その都度，別紙様式５により，学生が

所属する学部等の教務担当へ，財団法人 骨髄移植推進財団の発行する証明書とともに提出

するものとする。 

     学部等の教務担当は，届出を受理した場合は，その写しにより，授業担当教員へ連絡する

ものとする。 

 

４ 準公欠の授業の取扱い 

    準公欠として取り扱う授業については，原則として補講は行わず，レポートやｅラーニン

グ等により授業担当教員が当該授業に相当する学習を課すものとする。ただし，授業担当教

員の判断により補講を行うことがある。 

 

 

 別紙６（第７関係）災害ボランティア活動  【準公欠】 

 

１ 学生が，災害ボランティア活動に従事するために出席できなかった授業については，下記

６に定める所定の手続を経て，準公欠扱いとする。 

 

２ 対象となる災害 

    準公欠扱いの対象となる災害については，教育担当理事が決定し，別紙様式６－１により，



 

その都度，公示するものとする。 

 

３ 保護者等の同意 

    災害ボランティア活動を希望する学生（以下「当該学生」という。）は，あらかじめ保護

者等の同意を得て，自己の責任において，災害ボランティア活動に従事するものとする。 

 

４ ボランティア団体への所属及び保険への加入 

    当該学生は，地方自治体又は各都道府県・市町村等の社会福祉協議会等のいずれかのボラ

ンティア団体の下で，災害ボランティア活動に従事するものとする。ただし，日本国外にお

ける災害ボランティア活動に従事する場合は，任意の非政府組織（ＮＧＯ）又は特定非営利

活動法人団体（ＮＰＯ）等に所属し，その責任の下で，災害ボランティア活動に従事するも

のとする。 

    また，災害ボランティア活動に従事する際は，事前に，社会福祉協議会等が取り扱うボラ

ンティア活動保険に加入するものとする。ただし，日本国外における災害ボランティア活動

に従事する場合は，現地での災害ボランティア活動及び天災に対応する然るべき保険に加入

するものとする。 

 

５ 準公欠となる期間 

    準公欠となる期間は，一の学期において７日の範囲内とし，現地へ赴く場合の往復に要す

る日数を含むものとする。 

 

６ 準公欠の手続 

    準公欠の手続は，次のとおりとする。 

 

    ① 当該学生は，災害ボランティア活動のために現地に赴く前に，指導教員等へ，別紙様式

６－２「災害ボランティア活動届出書」及び別紙様式６－３「学生の災害ボランティア活

動による授業欠席に係る準公欠の取扱いについて（依頼）」を提出するものとする。 

    ② 指導教員等は，当該学生から提出された別紙様式６－２及び別紙様式６－３の内容を確

認の上，授業への影響等を考慮して教育的指導を行い，当該災害ボランティア活動が適当

であると認めるときは，これを許可するものとする。 

    ③ 当該学生は，指導教員等の確認を得た後，所属する学部等の教務担当へ，別紙様式６－

２及び別紙様式６－３を提出するものとする。 

    ④ 学部等の教務担当は，当該学生から提出された書類が適切に記入されていること及び社

会福祉協議会等が取り扱うボランティア活動保険に加入済みであることを確認の上，受領

した後，必要に応じて，関係教務委員会等へ報告するものとする。 

    ⑤ 当該学生は，災害ボランティア活動終了後に，別紙様式「災害ボランティア活動報告書」

を，学部等の教務担当へ提出するものとする。 

        なお，災害ボランティア活動において事故にあった場合は，事故報告書（様式任意）を

併せて提出するものとする。 

    ⑥ 学部等の教務担当は，当該学生から提出された証明書等を確認した後，別紙様式６－３

を複写し，授業担当教員へ通知するとともに，必要に応じて，関係教務委員会等へ報告す

るものとする。 

 

７ 準公欠の授業の取扱い 

    準公欠として取り扱う授業については，原則として補講は行わず，レポートやｅラーニン

グ等により授業担当教員が当該授業に相当する学習を課すものとする。ただし，授業担当教

員の判断により補講を行うことがある。 



 

１０．Ｐ２Ｐファイル交換ソフトウェア 

岡山大学におけるＰ２Ｐファイル交換ソフトウェアの使用要項は次のとおりです。 

岡山大学におけるＰ２Ｐファイル交換ソフトウェアの使用要項 

 

平成１７年１月２７日 

学 長 裁 定 

                               改正 平成３０年５月３０日  
（趣旨） 
第１条 この要項は，岡山大学（以下「本学」という。）におけるコンピュータやネットワーク資源を利用した著作権

侵害等の違法行為防止及びネットワークの不正利用があった場合の対応措置について，必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この要項において，「Ｐ２Ｐ(Peer to Peer)ファイル交換ソフトウェア（以下「Ｐ２Ｐソフト」という。）」とは，

ネットワークを利用して不特定多数間でファイルをやりとりすることができるプログラムをいう。 

２ この要項において，「違法行為」とは，ネットワークやそれに接続されたＰＣ 等を利用して，ＷｉｎＭＸやＷｉｎ

ｎｙ等のＰ２Ｐソフトを通じて，著作権のある音楽・映像ソフトやアプリケーションソフト等を違法に交換する行為

をいう。 
 （使用の禁止） 
第３条 本学においては，Ｐ２Ｐソフトの使用を原則禁止とする。ただし，本学の学生若しくは職員が，教育，研究及

び業務を遂行するため使用する場合のみ，使用を認める。 
 （使用の手続） 
第４条 本学においてＰ２Ｐソフトを使用したい者は，岡山大学情報統括センター（以下「センター」という。）へ別

紙「Ｐ２Ｐソフト使用申請書」を提出する。 
２ センター長は，前項の申請があったときは，その承認の可否を決定し，その旨申請者に通知する。 
３ センター長は，岡山大学情報セキュリティポリシーに規定する情報セキュリティインシデント対応チーム（ＣＳＩ

ＲＴ）に使用制限の対象となるＰ２Ｐソフトを選定させ，そのリストをセンターのＷＥＢページで公開する。 
４ 前項のリストに記載されていないＰ２Ｐソフトが新たに使用制限の対象となった場合，当該Ｐ２Ｐソフトの使用者

は，直ちにその使用を停止するか，又はセンターへ「Ｐ２Ｐソフト使用申請書」を提出する。 
 （ネットワークの監視及び利用停止） 
第５条 センターは，Ｐ２Ｐソフトを使用したネットワークの不正利用を防ぐため，パケット・フィルタリング等の通

信制限やトラフィックの監視を行うことがある。 
２ センターは，ネットワークの不正利用が明らかになった場合，各部局のサブネットワーク管理者，センター運営委

員会委員及び各部局長に連絡する。 
３ 前項の連絡を受けた各部局は，サブネットワーク管理者の責任において速やかに調査し対応する。 
４ センターは，使用許可を受けることなくＰ２Ｐソフトを使用するなど本学の定めに反する行為があった場合には，

センター利用者に対してネットワークの利用停止措置をとることができる。 
 （懲戒） 
第６条 本学のネットワーク上でファイルの違法交換を行った場合，岡山大学学則（平成１６年岡大学則第２号）第５

８条，岡山大学大学院学則（平成１６年岡大学則第３号）第４９条，岡山大学職員就業規則（平成１６年岡大規則第

１０号）第６７条の規定に基づき，懲戒の対象となることがある。 
 （雑則） 
第７条 この要項に定めるもののほか，Ｐ２Ｐソフトの使用に関し，必要な事項は別に定める。 

附 則 

この要項は，平成３０年６月１日から施行する。 



 

１１．セミナー室の使用心得 

セミナー室の授業時間以外における使用心得は次のとおりです。 

 

セミナー室の授業時間以外における使用心得 

 

（平成９年３月１４日３学部合同学生生活委員会確認） 

（平成１７年９月１４日２研究科・３学部合同学生生活委員会改正） 

（平成２５年１月２１日 ３学部等合同協議会改正） 

 

この使用心得は，文・法・経済学部１号館のセミナー室（１－１～６，２－１～１０）及び文

化科学系総合研究棟の演習室（１～７）（以下「共通セミナー室」という。）の授業時間以外に

おける学生の使用について定めるものとする。 

 

(1) 使用目的 

授業に関する学習等のために複数名で使用するものとする。 

 

(2) 使用者 

使用できる学生は，以下の学生とする。 

① 文学部，法学部及び経済学部の学生 

② 社会文化科学研究科（文化科学研究科が存続する間当該研究科を含む。）の学生 

③ 法務研究科の学生 

 

(3) 使用時間 

① 平日 8 時 40 分から 21 時 10 分までとする。 

② 土曜日，日曜日及び休日の使用は，原則として認めない。 

 

(4) 使用の届出及び鍵の授受 

① 共通セミナー室の使用にあたっては，学部教務学生グループに事前に届け出ること。 

なお，共通セミナー室は授業を優先使用とするので，届けていた共通セミナー室が，補講

等により授業に使用されることになった場合には使用できない。 

② 授業の休業期間（夏季休業等）中は，共通セミナー室は施錠状態にあるので，開始と終

了の都度，学部教務学生グループから鍵を授受すること。 

 

(5) 使用上の注意 

① 他の迷惑にならないよう静粛にすること。 

② 火気には厳重に注意すること。 

③ 建物や器物を損傷しないように充分注意すること。もし，建物や器物を損傷したときは，

使用者が一切の責任を負うこと。 

④ ビラをはるなど汚損行為をしないこと。 

⑤ 使用後は必ず部屋の内部を整理整頓し，退室の際は消灯並びに空調機器を停止すること。 

⑥ 文化科学系総合研究棟の共通セミナー室は，平日 8 時から 21 時 20 分以外の間は施錠状

態（授業の休業期間は終日施錠）にあるので，使用時間は厳守すること。 
 

以上の使用心得を守らない場合，その他管理上支障があると認められる場合には，使用を

禁止することがある。 



 

１２．大学院生研究室利用規定 

社会文化科学研究科大学院生研究室利用規定は次のとおりです。 

 

社会文化科学研究科大学院生研究室利用規定 

 

              平成１８年４月１日 

          研 究 科 長 裁 定 

               改正 平成２３年９月２２日 

  

(1) 使用者 

社会文化科学研究科大学院生研究室は，社会文化科学研究科（文化科学研究科が存続する

間，当該研究科を含む）の大学院生のみが使用することができる。ただし，社会文化科学研

究科教職員は立ち入ることができる。 

 

(2) 使用目的 

勉学・研究のために使用すること。 

 

(3) 使用時間 

① 8 時から 22 時までとする。 

② 上記時間外の使用に関しては，指導教員の許可を得ること。また，各指導教員は，管理

責任上，その指導する院生が，上記時間外に研究室を使用する時間を把握しておくこと。 

 

(4) 入退室 

① ドアにテンキー・ロックの設置されている研究室を使用する者は，そのテンキー・ナン

バーを厳重に管理し，他人に漏らしてはならない。 

② 最後に退出する者は消灯し，節電に心がけること。 

 

(5) 使用上の留意事項 

① 使用者は，上記使用目的に沿う，研究室の利用につとめなければならない。また，私物

の持ち込みに関しては，上記使用目的に沿うものに限る。 

② 火気には厳重に注意すること。 

③ 室内での飲食は節度ある範囲で行い，室内で煮炊き等を行ってはならない。 

④ 常に節電に心がけること。 

⑤ 建物を損傷した場合，或いは，器物を損傷・紛失した場合は，賠償を含めて，その者が

一切の責任を負うこと。 

⑥ 修了，退学等の際は，現状回復に努め，私物は一切残さないようにすること。また，研

究室の鍵を持っている者は，必ず返却すること。 

 

(6) 罰則 

学生生活委員が，適宜利用状況を確認し，上記の利用内規を守らない者，その他管理上支

障があると認められる利用の仕方をした者に対しては，注意を喚起する。改善のみられない

場合にはその者の研究室の使用を停止する。 

 


